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プリザーブドフラワー・ギフト販売
ハーバリウム教室

モント　　　　　　　　　　　ブレチア

営業　月・水・金・土　10：00～17：00

　住民票の住所の異動届（転出届・転入届・転居届など）は、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録な
どにつながる大切な手続です。
◆住民票の異動の届出を！
　入学・就職・転勤等による引越しで、住所を異動される方は、住民票の異動の届出（転出届、転入届、転居届等）
を行ってください。

◆マイナンバーの「通知カード」、「マイナンバーカード（個人番号カード）」、「住民基本台帳カード」の住所変更
　の届出もお忘れなく！
　これらの「住所」は最新のものにする必要があります

【他の市区町村に転出・転入される場合】 【同一の市区町村内で転居される場合】

引越前の
市区町村

お住まいの
市区町村

引越後の
市区町村

［転出前に］
転出届を提出して転出証明書
を受け取る。

［転入した日から14日以内に］
転出証明書を添えて転入届を
提出する。

［転居した日から14日以内に］
転居届を提出

※市区町村窓口での「正確な住所の届出」が必要です
　（法律上の義務です）
※正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、

５万円以下の過料に処されることがあります

引っ越しの際は、住所の異動手続きを忘れずに！ 問住民係　☎５３・２１１２

住民の皆様に送付している
マイナンバーの ｢通知カード｣

身分証明書となる
「マイナンバーカード」（個人番号カード）

休日窓口一部業務停止のお知らせ 問税務係　☎５３・２１１３
問住民係　☎５３・２１１２

　システム入替作業のため、３月２０日（金）に限り『住民票・印鑑証明書・各種税証明書』について発行がで
きませんのでご了承ください。なお、その他の休日窓口開庁業務（戸籍証明書の交付・各種税金及び使用料の納付）
につきましては通常通り行います。

３/２０（金）
休日窓口の一部業務が停止します。

◆停止する業務
・住民票発行
・印鑑証明書の発行
・各種税証明書の発行

◆通常通りの業務
・戸籍証明書の交付
・各種税金の納付
・各種使用料の納付
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樹木や生垣等の適切な管理について

風しん追加的対策のお知らせ

問建設水道係　☎５３・２１１４

問保健福祉総合センター　☎５４・１３３５

　樹木や生垣等の伐採・剪定をして適切な管理をお願いします。
　車道に樹木や生垣等が張り出していると通行に支障となるだけでなく、《交通障害》を引き起こす場合があり
ます。
　樹木や生垣等が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合、所有者の方が《損害賠償責任》を
問われることがあります。（民法第７１７条・道路法第４３条）
　道路での事故防止のためにも、樹木や生垣等の所有者の皆様には伐採・剪定等の適切な管理をしていただくよ
うお願いします。（民法第２３３条）

　令和元年度から令和３年度の期間に限り、風しん予防接種を受ける機会がなかった、昭和３７年４月２日～昭
和５４年４月１日生まれの男性の方を対象に、風しん抗体検査、予防接種の費用を助成します。

STEP１
　村から対象者にクーポン
券が届きます。

STEP２
　無料クーポン券を使用し、健
康診断の機会や、医療機関にて
風しん抗体検査を受診します。

STEP３
　後日、抗体検査の結果に
て風しん抗体がない方は、
予防接種を受けます。

◆令和元年度のクーポン券送付者
　昭和４７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性へは、令和元年５月、既にクーポン券を送付して
います。なお、クーポン券の有効期限は、２０２０年３月ですが、１年間延長します。引き続き使用できま
すので、まだ受けていない方はぜひ受けてください。
◆令和２年度のクーポン券送付者
　昭和３７年４月２日～昭和４７年４月１日生まれの男性でまだ受けていない方には、令和２年４月中に、
クーポン券を送付します。なお、早急に受けたい方には、クーポン券を交付しますのでご連絡ください。

　左側の樹木は道路に干渉し、歩行者、
車両等の交通を妨げる可能性がありま
す。このことが原因で事故が起きた場
合、樹木の所有者の方が責任を問われる
場合があります。
　交通を妨げ、事故の原因をつくらない
ためにも、右側の樹木のように伐採・剪
定等を行うよう、お願いします。

TEL&FAX  0248-21-5143
〒969-0103　泉崎村大字北平山字下原25-1

白河装美白河装美ハウスクリーニング

お客様の喜び

～風しん抗体検査、予防接種を受けるまで～
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